23歳未満在職者の3級実技受検について

　ア～エに掲げる要件を全て満たす受検者は、雇用保険被保険者であることの確認が必要になりますので、下記の受検者情報に記入のうえ、雇用保険被保険者証明欄に事業所の記入押印を受け、受検申請書と一緒に提出をお願いします。
なお、事業所による証明が困難な場合には、裏面に雇用保険被保険者であることが確認できる書類（雇用保険被保険者証、給与明細）の写しを貼付してください。

ア　技能検定３級の実技試験を受検する者
イ　23歳未満の者（実技試験実施日が属する年度の４月１日において 23歳に達していない者）
ウ　雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第４条第１ 項 に規定する被保険者（実技試験受検申請日において雇用保険被保険者）である者
エ　出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号。以下「入管法」と いう。）別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者以外の者

　　　　受検者情報
	氏　名
	

	生年月日
	　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　

	職種名
	

	作業名
	



雇用保険被保険者証明
弊社に勤務する上記受検者は、技能検定受検申請書の提出日（令和８年４月　　日）において、
雇用保険被保険者であることを証明します。
会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　
所在地：　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　　 　　　　印

雇用保険雇用被保険者証明書類貼付欄
[bookmark: _Hlk96096503]※雇用保険被保険者証の写しを添付する場合は、氏名以外の個人情報欄は、塗りつぶしてください。
※給与明細の写しを添付する場合は、氏名・事業所名・雇用保険料支払い欄及び日付け欄以外は、塗りつぶしてください。


